
立山町地産地消加工施設
利用者を募集します！

応募資格

申込方法

利用料金

加工施設
について

町では、加工・販売業に携わる方と共に地産地消を推進する
目的で加工施設を整備し、平成22年に供用開始しました！
利用者の方は、味噌や米粉麺などの加工食品を製造しておら
れます。

立山町内在住または町内で就業している方で、町内産の農産
物を加工し、製品を販売することを目標として起業する予定
のある方。

利用応募用紙を立山町役場 農林課農政係へ提出

メールでの申込先アドレス
nourin@town.tateyama.toyama.jp

応募フォームにて申し込む際はこちらのリンクから
https://logoform.jp/form/BsAJ/500539

※空き加工室の利用者が決まり次第、募集を終了いたします。

富山県中新川郡立山町下白岩16番地（立山町上東地域活性化
センター（立山町勤労青少年ホーム）横）

種別 金額

加工室 日額1,200円

みそ保管室 日額50円

漬物保管室 日額20円

施設場所

mailto:メールでの問合せ先nourin@town.tateyama.toyama.jp
https://logoform.jp/form/BsAJ/500539


問合せ先
立山町役場 農林課 農政係
TEL:076-462-9973 FAX:076-463-1254

空き加工室写真

面積 約13.6㎡

機械設備等はありませんので、必要なものは
利用者でご準備ください。

施設利用時の遵守事項

・立山町地産地消加工施設設置条例施行規則
・施設利用終了後の利用範囲の清掃
・疑義発生時は、町と協議して決定すること

加工施設で操業を開始した米っ粉倶楽部株式会社は、
平成30年度に立山町まちなかファーム内に移転し事業
拡大を進めています！

すごい先輩が
おるんじゃのぉ

加工・販売事業で起業を考えている方！
ぜひチャレンジ施設としてご活用ください


